
第５次　寒河江市障がい者基本計画（案）（令和８年度～１２年度）の概要

☆★☆ 基本理念 ☆★☆

住民ひとりひとりが、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域で互いに人格と個性を尊重しあい、

生き生きと安心して暮らすことのできる共生社会の実現

◎地域生活支援の強化・充実

障がいのある人が地域の中で生き生きと安

心して生活できるよう、本人の意思を尊重し

た相談支援体制の充実を図ります。また、障

がいのある人とその家族が安心した生活を送

れるよう、誰もが必要な支援とサービスを適

切に利用できる環境を整えます。あわせて、

障がいの原因となる疾病等の予防・早期発

見・治療体制の充実と、精神保健福祉施策の

充実を推進します。

◎自立と社会参加の促進

障がいのある人が社会のあらゆる活動に参

加して生きがいを持ち、自分の意思で主体的

に行動し自立した生活ができるよう、乳幼児

期からの早期療育や教育を通じた発達支援、

経済的自立を目指すための就労支援などライ

フステージに応じたサービスの充実を図りま

す。あわせて、障がいのある人とその家族の

生活を包括的かつ継続的に支える取組を推進

します。

◎権利擁護と地域で支えあう社会の実現

障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣

れた地域のなかで安心して暮らすことができ

るよう、差別の解消と虐待の防止を推進する

とともに、ソフト・ハードの両面から社会の

バリアフリー化と、地域全体で支えあう包括

的な支援体制の充実に努め、市民の主体的な

地域福祉活動を促進します。

計画の基本的考え方

◆計画策定の趣旨

障がいの有無にかかわらず、

地域の中で生き生きと安心し

て暮らすことのできる共生社

会の実現に向け基本理念に基

づき策定します。

◆計画の性格及び位置づけ

障害者基本法第11条第3項

に基づき定める、本市の障が

い者施策を推進するための基

本的な計画。策定にあたって

は同条第1項に基づいて国が

定める「障害者基本計画」、

及び同条第2項に基づいて山

形県が定める「山形県障がい

者計画」を踏まえています。

◆計画の期間

令和８年度から令和１２年

度までの5か年間とします。

◆計画の対象者

障害者基本法に基づき、

「身体障害、知的障害、精神

障害（発達障害を含む）その

他の心身の機能の障害がある

者であって、障害及び社会的

障壁により継続的に日常生活

又は社会生活に相当な制限を

受ける状態にある」方を対象

とします。

基本目標

【生活支援】
◇障がいの特性やライフスタイルに合わせた

きめ細やかな支援体制の強化を図るため、基

幹相談支援センターを活用し、障がいのある

人とその家族が住み慣れた地域で安心して暮

らせるよう以下の目標に取り組みます。

〇相談支援体制の充実強化

〇在宅福祉サービスの充実

〇障がい福祉サービスの充実

〇地域生活支援事業の充実

〇医療的ケア児支援の充実

【保健・医療】
◇疾病の早期発見のため健康診査や検診、健

康教育などの保健・医療サービスをライフス

テージに合わせて提供し、障がいの早期発見

と予防につなげるため、以下の目標に取り組

みます。

〇障がいの原因となる疾病等の予防と早期

発見・治療・療育

〇リハビリテーション体制の充実

〇精神保健福祉施策の充実

施 策

【療育・教育】
◇障がいのある子どもについては、早期の発見と

障がいに合わせた適切な療育が、障がいの重度化

や固定化を防ぐために重要であることから以下の

目標に取り組みます。

〇障がいの早期発見と支援の充実

〇障がい児療育の充実

〇障がい児教育の充実

【経済的自立・就労支援】
◇障がいがあっても安心して働ける社会環境を整

備するため、以下の目標に取り組みます。

〇障がい者雇用の促進

〇就労系サービスの充実

〇優先調達の推進

【スポーツ・文化芸術活動】
◇障がい者のスポーツや文化活動に気軽に取り組

める機会を増やし、参加しやすい環境つくりのた

め以下の目標に取り組みます。

〇スポーツ・文化活動の推進

【差別の解消と権利擁護の促進】
◇障がいを理由とする不利益な扱いを受けることの

ないよう、差別解消と権利擁護を推進するために以

下の目標に取り組みます。

〇啓発・広報活動の推進

〇インクルーシブ教育システムの推進

〇合理的配慮の提供と差別の解消の推進

〇成年後見制度の利用促進

【バリアフリー化の推進】
◇障がいがあっても安心して暮らすためにバリアフ

リー化を引き続き推進し、以下の目標に取り組みま

す。

〇施設のバリアフリー化の推進

〇移動・交通のバリアフリー化の促進

〇情報のバリアフリー化とアクセシビリティの

推進

〇コミュニケーション支援の推進

【安全・安心】
◇障がい者が安全に安心して暮らせるよう、地域に

おける支援体制を整備するため以下の目標標に取り

組みます。

〇地域の見守り支援の推進

〇ボランティア活動の支援と推進

〇災害時の支援体制の確保


